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A．研究目的 

わが国では障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づき、「補装具の種

目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基

準」（以下、「補装具基準」）が整備されている。

この補装具基準は、飯田らの厚生労働科学研究（昭

和 53年）に基づき設計され、時代に合わせた運用

がなされている。その中でも、装具の価格は、義肢

装具製作事業者を対象にした実態調査による基礎デ

ータに基づき、算出式が提案されている。 

価格算出の基本的な考え方として、装具の価格

は、基本価格と製作要素価格及び完成要素価格で構

成され、式（１）で表される。 

 

［装具の価格］＝［基本価格］＋［製作要素価格］

＋［完成要素価格］      ・・・・式（１） 

 

ここで、 

 ［基本価格］＝装具の採型区分別に設けられ

た基本工作法に要する加工費及び、採型使用

材料費によって発生する価格 

 ［製作要素価格］＝自社で素材を加工して目

的機能と品質を持つ要素とする製作作業によ

って発生する価格。 

 ［完成要素価格］＝義肢装具材料商から購入

する完成部品を、装具の形態に適合するよう
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に組み合わせ、結合する作業によって発生す

る価格。 

である。 

この考えを基に装具の価格を具体的に表記する

と、価格 Pは式（２）で表される。 

 

価格 P＝２.５８×L×Tn＋２.０３×M＋１.６８×F 

・・・・式（２） 

ここで、M＝素材費、F＝完成要素購入価格、L＝

時間あたり工賃、Tn=正味作業時間である。 

 

式（２）に示すように、装具の製作時間は価格決

定に重要なパラメータである。飯田らは、22の義

肢製作事業者を対象に 30種の装具についてその製

作時間を詳細に調査し、式（２）の係数を算出し、

決定した。 

しかし飯田らの報告では、製作時間は各事業者へ

の聞き取り調査から得られた数値を利用しており、

それら数値は製作事業者ごとのばらつきがある。さ

らに算出基準が作成された昭和 53 年からは 40年以

上が経過し、製作方法や製作技術も大きく変化して

いる。現在、製作技術の進歩や効率化、製販分離体

制など、当時とは装具製作に対する事業者の体制も

大きく変革を遂げており、式（２）の係数の妥当性

が確認できていない。 

また、飯田らの調査では、短下肢装具の中で対象

となったのは支柱付き短下肢装具（Short Leg 

Brace : SLB）で、現在広く普及しているシューホ

ーンブレース（Shoe Horn Brace : SHB）に代表さ

れるプラスチック短下肢装具の製作時間は報告され

ていない。 

そこで、本研究は、プラスチック短下肢装具の製

作における基本価格、製作要素価格設定のための基

礎データを収集することを目的とし、製作経験、製

作施設の異なる複数の義肢装具士によるプラスチッ

ク短下肢装具（SHB）の製作過程を記録し、作業工

程時間を算出することを目標とした。 

本研究は国立障害者リハビリテーションセンター

倫理審査委員会の承認とともに、被験者の同意を得

て実施された。 

 

Ｂ．研究方法 

B-1. 被験者 

 被験者として外部の製作施設臨床業務に従事する

義肢装具士に協力を依頼した。経験・技術力の差を

考慮し、義肢装具士の臨床経験年数の異なる６名の

義肢装具士を選んだ（表 1）。被験者はいずれも臨

床業務においてプラスチック短下肢装具の製作を多

数経験している。 

また、SHBの製作モデルとして、健常者（10代、

男性）に協力を依頼した。 

 

表 1 被験者の属性 

義肢 
装具士 所属 義肢装具士歴 

A 民間製作所 ３年 

B 民間製作所 ３年 

C 公立医療機関 ４年 

D 公立医療機関 14年 

E 民間製作所 23年 

F 公立医療機関 27年 

 

B-２. 計測方法 

SHBの製作方法は、装具学第 4版（医歯薬出版株

式会社）に記載の方法を標準とし、被験者の義肢装

具士が標準製作方法に従って、モデル（健常者）１

名に対して採型、モデル修正、プラスチック成形、

仮合わせを経て、SHBを実際に製作した。 

場所は国立障害者リハビリテーションセンター

研究所・補装具製作棟で行なった。 

製作作業工程をビデオ撮影し、記録された映像

のタイムラインから各工程の作業時間を抽出し、作

業時間を算出した。なお、SHBの適合評価はプラス

チック成形後の仮合わせによる適合チェックのみを

行い、完成品の適合評価は行わなかった。また、作

業時間の算出は分単位とし、１分未満は 30秒未満

を切り捨て、30秒以上を切り上げて算出した。 

 

 



 

 

 

表２ プラスチック短下肢装具製作時間（分） 

 被験者  

工程 A B C D E F 平均 

① 採型 11 12 17 12 10 13 13 

② 陰性モデル作成 7 7 11 5 5 8 7 

③ 陽性モデル作成 27 35 33 26 23 31 29 

④ 陽性モデル修正 139 125 54 98 57 85 93 

⑤ プラスチック成形 14 18 13 16 19 19 17 

⑥ プラスチック切削 23 40 34 25 23 37 30 

⑦ 仕上げ 44 50 54 51 53 31 47 

計 265 287 216 233 190 224 
236

（SD35.0） 

Ｃ．研究結果 

製作行程を次の７作業工程に分け、各工程の作

業時間と総作業時間を算出した。 

① 採型 

② 陰性モデル作成 

③ 陽性モデル作成（石膏硬化時間を含む） 

④ 陽性モデル修正 

⑤ プラスチック成形（プラスチック軟化時間

を含む） 

⑥ プラスチック切削 

⑦ 仕上げ 

 

各工程の製作時間と平均を表２に示す。 

 

６名の被験者の平均時間は 235.8±35.0分（3.93

±0.6時間）であった。6名の義肢装具士を比較す

ると、義肢装具士の経験年数が短い方が製作時間は

長く、最短時間の義肢装具士に対し最長時間の義肢

装具士は約 1.4倍の時間を要した。作業工程ごとに

見ると、④陽性モデル修正の工程に経験の差が現れ

たようである。 

 

Ｄ．考察 

今回得られた製作時間、平均 235.8±35.0分

（3.93±0.6時間）という値が必要十分であるか

は、本研究結果のみでは判断できない。ただし、飯

田らの報告では、SLBの製作時間が平均 193分

（3.22時間）であると報告されている。SLBがトレ

ースを基に設計し、組み立てるのに対し、SHBは石

膏モデルを製作することを考えると、とりわけ長い

時間がかかっているわけではないと判断できる。 

一方で、今回の計測に協力した被験者である義肢

装具士は、場所、設備および道具等の普段の作業環

境とは異なる製作環境下であったため、通常の作業

よりは作業効率が低下した可能性も否めない。実際

の製作現場での作業はより効率よく進められている

と推測できる。 

このような不確定要因が含まれるとはいえ、今

回、複数の義肢装具士が同じ製作環境で同じ装具を

製作し、製作時間を算出したことは、飯田らの事業

者の聞き取り調査から得られた数値よりもより客観

的であり妥当性のあるデータと考える。 

ただし、今回のような手法で得られた製作時間を

利用して、式（１）に基づき装具の価格を算出する

ことは慎重を要すると考える。その理由として、 

① 飯田らの調査が行われた時代は義肢装具士がまだ

国家資格となっておらず、製作技術者による製作

時間が計測されたものである。医学と工学の双方

の知識を有する義肢装具士が同様の装具を設計・

製作する場合、必要な装具に関する医師との情報

共有、患者への説明と情報提供、細やかな適合調

整と評価が行えるため、適合した装具を提供する



 

 

には製作時間のみの計測では不十分である。より

良い装具とするにはより多くの時間が必要となる

であろう。 

② 現在、民間製作所の多くで製販分離が進み、義肢

装具士の業務は患者と接する採型と仮合わせ、適

合調整に重きが行われている。一方、装具製作は

義肢装具士の資格は必要がなく、製作技能に長け

た者が従事することもある。したがって、義肢装

具士が採型からモデル修正、プラスチック成形、

適合調整、仕上げまでを一貫して行って得られた

数値が実際の現場で行われている作業の数値と乖

離する可能性が想定される。 

③ 今回、短下肢装具として SHBを製作対象とした

が、SHBは義肢装具士養成過程で教育される最も

一般的な製作対象の一つであり、比較的製作工程

が統一されている。しかし、他の装具において

は、作業効率の改善の結果、製作事業者ごとに製

作手法が異なる可能性が大きい。そのため、製作

工程が異なる装具の製作時間を直接比較すること

が不可能となる。飯田らの時代は製作手法と使用

される材料の選択肢が限られており、全国どこの

製作施設でも同様の製作が行われていたと推測さ

れる。そのため設定された基本工作法に準拠して

いれば、設定価格も現実と乖離することはなかっ

た。しかし現在は製作技術も材料も多様化してお

り、ある装具がどのような工程で製作されたかを

判別するのが不可能に等しく、製作時間を根拠に

価格設定をすること自体に無理が出始めている。

義肢装具の価格設定には当時にはない概念を導入

した算出手法を検討する必要がある。 

 

 

Ｅ. 結論 

６名の義肢装具士が同一対象者に対し、同一の製

作方法でプラスチック短下肢装具（SHB）を製作

し、製作に要した時間を計測した。総製作時間は義

肢装具士経験年数と関係した。このようにして得ら

れた数値は調査結果より得られた数値よりも、客観

的で妥当性があると考えられる。 
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